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学力に関する学習指導要領等での記載について（抜粋） 

 

 

【中央教育審議会「新しい時代の初等中等教育の在り方について（諮問）」（平成31年4月17日）】 

（理由） 

我が国の学校教育の現状に目を向けると，経済協力開発機構（OECD）の学習到達度調

査（PISA2015）において世界トップレベルの学力水準を維持するとともに，全国学力・学習

状況調査においても，成績下位の都道府県の平均正答率と全国の平均正答率との差が縮

小するなど学力の全体的な底上げが確実に進んでいます。このように，子供たちの知・徳・

体を一体で育む「日本型学校教育」とそれを支える明治以来 150 年に及ぶ教科教育等に関

する蓄積は，全体としては着実に成果を挙げてきています。一方，基礎学力の育成に関し

て見ると，子供たちの語彙力や読解力については，課題も指摘されているところです。 

（中略） 

第一に，新時代に対応した義務教育の在り方についてです。具体的には，以下の事項な

どについて御検討をお願いします。 

○ 義務教育，とりわけ小学校において，基礎的読解力などの基盤的な学力の確実な

定着に向けた方策 

 

 

【学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）】 

第三十条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度に

おいて第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

○２ 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識

及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判

断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に

意を用いなければならない。 

 

※ 第３０条２項は、中学校は第４９条、高等学校は第６２条、中等教育学校は第７０条の規定によりそ

れぞれ準用されている。 

 

【中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成２８年１２月２１日）】 

 

第１部第１章 

（子供たちの現状と課題） 

○ 一方で、我が国の子供たちはどのような課題を抱えているのであろうか。学力に関する

調査においては、判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べたり、実験結果
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を分析して解釈・考察し説明したりすることなどについて課題が指摘されている。また、学ぶ

ことの楽しさや意義が実感できているかどうか、自分の判断や行動がよりよい社会づくりに

つながるという意識を持てているかどうかという点では、肯定的な回答が国際的に見て相

対的に低いことなども指摘されている。 

 

○ こうした調査結果からは、学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感しながら、

自らの能力を引き出し、学習したことを活用して、生活や社会の中で出会う課題の解決に

主体的に生かしていくという面から見た学力には、課題があることが分かる。 

 

（子供たち一人一人の成長を支え可能性を伸ばす視点の重要性） 

○ 子供の貧困が課題となる中、家庭の経済事情が、進学率や学力、子供の体験の豊かさ

などに大きな影響を及ぼしていると指摘されている。学校教育が個々の家庭の経済事情を

乗り越えて、子供たちに必要な力を育んでいくために有効な取組を展開していくこと、個に

応じた指導や学び直しの充実等を通じ、一人一人の学習課題に応じて、初等中等教育を

通じて育むべき力を確実に身に付けられるようにしていくことが期待されている。 

 

第１部第７章３．発達の段階や子供の学習課題等に応じた学びの充実 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の具体的な在り方は、発達の段階や子供の学習課題等

に応じて様々である。基礎的・基本的な知識・技能の習得に課題が見られる場合には、そ

れを身に付けさせるために、子供の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工夫を重

ねながら、確実な習得を図ることが求められる。 

 

第１部第８章４．個に応じた指導 

○ 特に、授業が分からないという悩みを抱えた児童生徒への指導に当たっては、個別の

学習支援や学習相談を通じて、自分にふさわしい学び方や学習方法を身に付け、主体的

に学習を進められるようにすることが重要である。 

 

○ また、基礎的・基本的な知識・技能の習得が重要であることは言うまでもないが、思考

力・判断力・表現力等や学びに向かう力等こそ、家庭の経済事情など、子供を取り巻く環境

を背景とした差が生まれやすい能力であるとの指摘もあることに留意が必要である。一人

一人の課題に応じた「主体的・対話的で深い学び」を実現し、学びの動機付けや幅広い資

質・能力の育成に向けた効果的な取組を展開していくことによって、学校教育が個々の家

庭の経済事情等に左右されることなく、子供たちに必要な力を育んでいくことが求められる。

その際、教職員定数の充実などの指導体制の確立やＩＣＴ環境などの教育インフラの充実

など必要な条件整備が重要であることは言うまでもない。 
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【小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）】 

第１章 総則 

第１ 

２ 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，第３の１に示す主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教育活動

を展開する中で，次の⑴から⑶までに掲げる事項の実現を図り，児童に生きる力を育むこ

とを目指すものとする。 

⑴ 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力，判断力，表現力等を育むとともに，主体的に学習に取り組む態度を

養い，個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際，児童の

発達の段階を考慮して，児童の言語活動など，学習の基盤をつくる活動を充実するととも

に，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が確立するよう配慮すること。 

⑵ 道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな心や創造性の涵

養を目指した教育の充実に努めること。（省略） 

⑶ 学校における体育・健康に関する指導を，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育

活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現

を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に

関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，体

育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及び総合的な

学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。（省略） 

 

※ 平成 29 年改訂中学校学習指導要領第１章総則及び平成 30 年改訂高等学校学習指導要領第１章

総則にも同旨。 

 


